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平成３１年第１回北海道議会定例会 予算特別委員会総括質疑 開催状況

開催年月日 平成３１年３月４日（月）

質 問 者 日本共産党 宮川 潤 委員

答 弁 者 知 事 高橋 はるみ

質 問 内 容 答 弁 内 容

一 障害者総合支援法と介護保険制度の適用関係に

ついて

（一）介護保険で適切な給付が受けられない場合に 【知事】

ついて 障がい福祉サービスから移行する際の介護保険で

障害者総合支援法第７条は他法優先について規定 の対応についてでありますが、障害者総合支援法で

しており、障がい福祉サービスを受けてきた方が、 は、他法の優先適用が原則となっており、個々のケ

６５歳をもって介護保険に移行させられ、これまで ースに応じ、障がい特性や、生活の状況なども考慮

度々問題となってきました。広島高裁岡山支部は、 し、これまで受けていた障がい福祉サービスに相当

６５歳の誕生日に介護保険の申請をしなかった方の する支援が、介護保険サービスにより受けることが

障がい福祉サービスを岡山市が打ち切ったことを違 できるかを、市町村において適切に判断することと

法と断じ、判決が確定しました。障がい福祉サービ なっております。このため、市町村においては、利

スから、介護保険に移行した場合、その認定によっ 用者の意向を十分把握をし、介護保険サービスの支

て、サービス量が縮小させられる場合があります。 給量が不足する場合や、介護保険では適用できない

また、介護保険が貸与する車イスは既製品しか認め サービス内容となる場合に、障がい福祉サービスと

られず、障がい者の身体状況に個別に対応すること の併用等により、対応しているところであります。

はできません。これらのように、介護保険に移行す

ることによって、適切なサービスが受けられなくな

る場合、どのように対応するのか伺います。

（二）利用料免除制度について 【知事】

障害者総合支援法においては、住民税非課税世帯 利用者負担に係る償還制度についてであります

は自己負担がありません。介護保険は一般的には利 が、この制度は、５年以上、障がい福祉サービスを

用料が１割から３割かかりますが、障がい福祉サー 利用していた低所得の方に対し、一定の条件の下、

ビスから移行した場合、昨年４月から新たな利用料 介護保険サービスが適用されても、その利用者負担

軽減制度が作られ、非課税であること、障害支援区 が生じないよう、新たに創設された仕組みでありま

分が２以上であること、障がい福祉サービスを５年 す。市町村においては、６５歳に到達される方に対

以上受けていること、この３つの条件がすべて満た し、償還制度の周知などと併せて、利用者の意向を

した時のみ、利用料が免除されるとしております。 十分に把握をし、必要なサービスの調整が行われて

この制度によって、どれだけの人が利用料の免除を いると聞いているところであります。なお、市町村

受けたのか、新たに利用料負担が発生した人がどれ における介護保険サービスへの移行を不服とした道

だけいるのか、把握する必要があると考えますが、 への審査請求はないところでありますが、昨年４月

いかがか、伺います。 創設された新たな制度であることから、その対応状

況などについて、市町村のご意見を伺うなどして、

把握してまいる考えであります。

（三）国の技術的助言の解釈について 【知事】

障害者総合支援法から介護保険に移行するにあた ６５歳到達後のサービスの利用についてでありま

り、非課税、障がい支援区分２以上、障がい福祉サ すが、市町村では、これまで受けていた障がい福祉

ービスを５年以上うけていることのすべてを満たす サービスに相当する支援が介護保険サービスにおい

ことが条件になりますが、期間が５年に満たない場 て受けることができるかどうかを適切に判断をし、

合、低所得でも利用料の減免を受けられません。 必要なサービスを利用していただくこととしている

自己負担の発生を避けるために、介護保険に移行 ところであります。また、生活維持が困難な方に対

せず、障がい福祉サービスを申請することがありま する利用者負担については、障がい福祉サービスで

す。厚労省が２０１５年３月３１日に、都道府県に は、償還制度により実質的な負担が生じないように

対する技術的助言として「その心身の状況やサービ するとともに、介護保険サービスでは、事業者であ

ス利用を必要とする理由は多様であり、一律に当該 る社会福祉法人による減免措置が設けられ、各々の

介護保険サービスを優先的に利用するものとはしな 軽減措置により対応しているところであります。

いこととする」としています。「介護保険利用料の

負担が重い」ということは、この通知の障がい福祉

「サービス利用を必要とする理由」に含まれるのか、

伺います。
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質 問 内 容 答 弁 内 容

再(三)国の技術的助言の解釈について 【知事】

私が質問をしたのは、国から都道府県への技術的 ６５歳到達後の介護保険の適用についてでありま

助言にサービス利用を必要とする理由は多様だ、一 すが、障がい福祉サービスから、介護保険サービスへ

律に介護保険を優先するものではない、ということ の移行については、利用者負担の多寡をもって判断す

であり、障がい福祉サービスから介護保険に移行す るものではなく、障がい特性や、世帯構成、収入状況な

ると、利用料負担をめぐってトラブルがたびたび起 ど、生活の状況なども考慮し、障がい福祉サービスに相

きているということからも、介護保険利用料の負担 当する支援が介護保険サービスにおいて受けることが

が重いということが、障がい福祉サービスを必要と できるかどうかを市町村において、適切に判断すること

する理由に含まれるのかということであります。た となっているところであり、必要なサービスが利用できる

だいまの答弁は、含まれるかどうか不明であります。よう、取り扱っているものと考えます。なお、生活維持が

改めて伺います。介護保険利用料負担が重いことが、困難な方の利用者負担については、先程お答えを申し

障がい福祉サービスを必要とする理由に含まれるの 上げたとおり、それぞれのサービスにおいて、軽減措置

か、含まれないのか、端的にお答えください。 が講じられているところです。

生活維持が困難かどうかということがあるにせ

よ、たとえば、介護保険で同じだけのサービスを利

用料を支払ってでも受けていても、それは介護サー

ビスを受けなければ生きていけないから受けるので

あって、他の生活を切り詰めて、たとえば食事を切

り詰めるとか、暖房を下げるとか、そういった努力

の中でサービスを受けているという人もいるわけで

すから、生活全般をきちんとみて、利用料負担が重

いということも、その人が障がい福祉サービスを必

要とする理由だというふうにきちんと受け止めてい

ただきたい、ということについて強調しておきたい

と思います。

（四）６５歳での障害福祉サービスの一方的打ち切 【知事】

りについて 高齢となった障がいのある方々のサービス利用に

介護保険でのサービス量の上限や利用料負担の問 ついてでありますが、障がい福祉サービスを利用されて

題などがあったために、障がい者は障がい福祉サー いた方の６５歳到達後のサービス利用に当たっては、市

ビスを受けることを希望し、市町村が介護保険に移 町村において、利用者の意向を十分把握をし、個々の

行させようとして、度々トラブルが起きてきました。ケースに応じ、適切な利用決定がなされることが重要で

全国的には、６５歳で障がい福祉の申請をした人に あります。道といたしましては、障がいのある方々が

対して、介護保険の申請をするように勧奨している 高齢となっても、地域において必要なサービスを引

市町村が８３％にも上っています。障がい者が６５ き続き利用することができるよう、実地指導や地域

歳になっても障がい福祉サービスを希望し、介護保 の協議会の場など、あらゆる機会を活用して、市町

険の申請を行わない場合、一律に介護保険サービス 村に対し、周知徹底を図るとともに、利用者の相談

を優先させるべきではなく、障がい福祉サービスを 対応を行う相談支援専門員や、介護支援専門員など

打ち切るような対応はあってはならないと考えます との連携を深め、利用者への丁寧な制度説明を行う

が、いかがか、対処方針をお伺いします。 よう求めるなど、制度の適切な運用について働きか

けてまいります。

この問題は、障がい福祉サービスを使うのか、介

護保険サービスを使うのかという判断を市町村が決

定するというところで、本人の意向が十分に尊重さ

れない場合があるとかいうことと思っています。

市町村の一方的な判断で、介護保険への移行を強

制しないように、是非道から連絡をしていただきた

いというふうに思います。


